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   特定水産資源（くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚））に関する

令和４管理年度における漁獲可能量等の変更案等について（諮問第 382 号） 

 

特定水産資源（くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚））に関する令和４

管理年度における漁獲可能量に係る数量の繰越し及び追加配分について、別紙の取扱

いとしたいので、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 15 条第６項において準用する

同条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

資料２－１ 
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別紙 

漁獲可能量に係る数量の繰越及び追加配分について 

（くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）） 

１ 背景 

令和２管理年度から令和３管理年度へのくろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型

魚）の漁獲可能量未利用分の繰越し及び当該繰越し等による追加配分に伴う漁獲可能量及

び配分量の変更については、手続の迅速化を図るため、事前に水産政策審議会（以下「審

議会」という。）に配分方法等の案を示し、その了承を得た上で、事後報告で対応できる

こととした。 

２ 令和４管理年度における取扱い 

令和４管理年度においても、くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）の漁獲可

能量に係る繰越し及び追加配分については、令和４管理年度開始直後に盛漁期を迎え漁獲

の急激な積み上がりの懸念が生じる都道府県や大臣管理区分があることに鑑み、手続の迅

速化を図るため、以下の３により行うこととし、審議会には事後報告で対応できることと

したい。 

３ 繰越し及び追加配分について 

令和３管理年度の漁獲可能量の未利用分については、WCPFC の決定に基づいて我が国の

漁獲上限の 17％を上限に令和４管理年度に繰り越すこととする。 

このうち、大臣管理区分及び都道府県ごとの未利用分（他の都道府県等に譲渡した数量

を含む。）については、当初配分量の 10％を上限に令和４管理年度の配分量にそれぞれ繰

り越すこととし、これを超える数量については、当初の国の留保に繰り入れた後、当該留

保から、以下の（１）及び（２）により追加配分を行うこととする。 

なお、漁獲割当てによる管理の導入に伴い、令和４管理年度からくろまぐろ（大型魚）

に係る大臣管理区分として、総量管理区分と漁獲割当管理区分の２つが設定された大中型

まき網漁業及びかつお・まぐろ漁業に関し、令和３管理年度における「くろまぐろ（大型

魚）大中型まき網漁業」及び「くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐろ漁業（４月から 12 月

まで）」の配分量の未利用分に係る大臣管理区分ごとの繰越しについては、以下の（３）に

より行うこととする。 

実際の繰越し及び追加配分は、令和３管理年度終了後一か月以内を目途に未利用分を確

定した後、速やかに行う。 

（１）くろまぐろ（小型魚）について

追加配分後の国の留保を 100 トン確保した上で、残余の国の留保（以下「追加配分原

資」という。）から、次の①～⑤の方法により、都道府県（管理上の観点から 0.1 トン

の都道府県別漁獲可能量が配分されている都道府県を除く。）に対する追加配分を行う
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こととする。 

① 当初配分において過去の漁獲実績として反映できず、未配分であった1.1トンを、

該当する都道府県に配分する。 

② 当初配分において過去の超過分を一括して差引きしたものの、漁獲枠の増枠に伴

って令和３管理年度と比較して増加した数量は、管理のために使用したいとの要望

があった都道府県（具体的には、北海道の 15．0 トン）に配分する（ただし、当該

配分数量は、過去の超過分として差引きをしなかったものとして取り扱う。）。 

③ 追加配分原資から上記①及び②による配分数量を減じた数量の２分の１の数量

（小数第２位以下を切り捨て）を、令和３管理年度の当初配分量（過去の超過数量

の差引き分等を除く。）の比率で都道府県に配分する。 

④ ③で配分した残りの２分の１の数量のうち、令和３管理年度において配分量を他

の都道府県等に譲渡した実績のある都道府県に対し、当初配分量（過去の超過数量

の差引き分等を除く。）の７％を上限に、当該譲渡数量（他の都道府県等から譲受し

た数量を除く。）と等量を配分する。 

⑤ 令和３管理年度の配分量の消化率が８割以上となった都道府県に対し、追加配分

原資から上記①～④による配分数量を減じた数量を、均等割で配分する。 

（２）くろまぐろ（大型魚）について 

追加配分後の国の留保を 100 トン確保した上で、残余の国の留保（以下「追加配分原

資」という。）から、次の①～⑤の方法により、都道府県及び大中型まき網漁業に対す

る追加配分を行うこととする。 

① 大中型まき網漁業に対し 50 トンを配分する（総量管理区分と漁獲割当管理区分へ

の配分は、当初の配分比率で按分して行う。）。 

② 都道府県に対し、追加配分原資から①による配分数量を減じた数量の３分の１の

数量（小数第２位以下を切り捨て）を、各都道府県の 2015 年度から 2020 年度まで

の漁獲量の最大実績の一定割合（注：実際の追加配分原資の数量に応じて要調整）

の数量と令和４管理年度の当初配分量との差の数量を配分する。 

③ 都道府県に対し、追加配分原資から①による配分数量を減じた数量の３分の１の

数量（小数第２位以下を切り捨て）を、各都道府県の 2015 年度から 2020 年度まで

の漁獲量の最大実績の比率で配分する。 

④ 上記①～③で配分した残りの数量のうち、令和３管理年度において配分量を他の

都道府県等に譲渡した実績のある都道府県に対し、当初配分量（過去の超過数量の

差引き分等を除く。）の７％を上限に、当該譲渡数量（他の都道府県等から譲受した

数量を除く。）と等量を配分する。 

⑤ 令和３管理年度の配分量の消化率が８割以上となった都道府県に対し、追加配分

原資から、上記①～④による配分数量を減じた数量を、均等割で配分する。 

（３）大臣管理区分ごとの繰越し 

①大中型まき網漁業 

 大中型まき網漁業に係るくろまぐろ（大型魚）については、令和４管理年度からの

IQ 管理実施に伴い、IQ 管理区分（日本海海区）と総量管理区分（その他の海区）の２
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つの管理区分を設定。 

ただし、大中型まき網漁業においては、これまで漁業者団体の合意に基づき、太平

洋、九州、日本海の各海区を分割しての自主的管理が行われてきたところであり、令

和４管理年度以降、漁獲割当てによる管理が行われる海域・期間の範囲は、当該自主

的管理における海域（日本海の海区）・期間（５月 15 日～７月末日）の範囲と一致し

ている。 

このため、令和４管理年度における漁獲割当管理区分に相当する令和３管理年度の

未利用分を把握することが可能であり、大中型まき網漁業に係る大臣管理区分ごとの

令和３管理年度からの未利用分の繰越しについては、令和３管理年度の自主的管理に

おける日本海の海区の未利用分を漁獲割当管理区分見合いの未利用分と、令和３管理

年度の自主的管理におけるその他の海区の未利用分を総量管理区分見合いの未利用分

と、それぞれみなし、それらに基づき按分した比率で、漁獲割当管理区分及び総量管

理区分へ繰り越すこととする。 

②かつお・まぐろ漁業 

令和４管理年度以降、「くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐろ漁業（漁獲量の総量の

管理を行う区分）」の管理対象となる漁業者は、実態としてくろまぐろを目的とした操

業を行っておらず、令和４管理年度の当該大臣管理区分の当初配分量は、想定される

混獲分として配分されたものである。 

このため、かつお・まぐろ漁業に係る大臣管理区分ごとの令和３管理年度からの未

利用分の繰越しについては、令和３管理年度における「くろまぐろ（大型魚）かつお・

まぐろ漁業（４月から 12 月まで）」の未利用分の全量を、上限 10％の範囲内で「くろ

まぐろ（大型魚）漁獲割当てによる管理を行う管理区分）」へ繰り越すこととする。 

 

４ 数量変更に伴う手続 

 農林水産大臣は、変更した漁獲可能量等を遅滞なく公表する（漁業法第 15 条第６項にお

いて準用する同条第５項）。また、都道府県の数量を変更したときは、これを通知する（漁

業法第 15 条第６項において準用する同条第４項）。 

都道府県知事は、農林水産大臣の通知を受けたときは、漁業法第 16 条第５項の規定で準

用する同条第２項から第４項までの手続に則して知事管理漁獲可能量の変更を行う。 
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令和４管理年度における漁獲可能量の
追加配分の検討について

（くろまぐろ）

令和４年３月

資料２－２

令和４管理年度の管理

 管理の期間
大臣管理区分 令和４年１月から同年12月まで

都道府県 令和４年４月から令和５年３月まで

 漁業法、資源管理基本方針等に基づき管理。

月 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4

大臣
管理

都道
府県

2020年

12 12 12 12

2021年 2022年 2023年
（令和３年） （令和４年） （令和５年）

令和３管理年度

（令和２年）

令和４管理年度

1
 - 7 - 



2

3
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• 第５回（2018年11月１日）
「第５管理期間以降のくろまぐろの漁獲可能量の配分の考え方について」公表

• 第６回（2019年10月３日）
2019年９月のＷＣＰＦＣ北小委員会の決定（繰越枠の引き上げ、大型魚300ｔの移譲）
を受けた次期の対応方法の検討

＜検討を行った項目＞
*繰越率の変更
*移譲された大型魚漁獲上限の取扱い
*「配分の考え方」の修正

• 第７回（2019年10月24日）
第６回の議論を受けた「配分の考え方」の一部改正案

＜追加された考え方＞
*繰越しに関するルール
*繰越しのうち国が留保した分の取扱い
*繰越しのうち国が留保した分及び台湾からの大型魚移譲分300トンの配分方針

水産政策審議会資源管理分科会くろまぐろ部会の議論の過程

4

• 第８回（2021年10月12日）
令和４管理年度以降の配分の考え方における検討の方向性について確認

＜検討の方向性＞

*小型魚から大型魚へのシフトについて

*大型魚増枠実現後の配分のあり方について

*留保について

*前管理年度未利用分を原資とする追加配分について

• 第９回（2021年11月29日）

第８回で確認した方向性に従い、令和４管理年度以降の配分の考え方

を取りまとめ

水産政策審議会資源管理分科会くろまぐろ部会の議論の過程

5
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「第５管理期間以降の配分の考え方」のポイント

 第５管理期間以降の基礎的な配分は、WCPFCの基準年（2002-04年

（平成14-16年））を基本として、近年の漁獲実績（平均漁獲実績）を勘

案して配分するもの（第４管理期間と同様）とし、配慮すべき事項は留

保から配分。

 実績以外に配慮すべき事項としては、

① 混獲回避の負担、経営の依存度等を考慮し、大型魚については、

管理体制が整っていない沿岸漁業等へ配慮。

② 資源評価に用いるデータの収集を考慮し、「一部地域のひき縄漁

業」及び「近海かつお・まぐろ漁業(はえ縄)」に対して配慮。

 その他管理について、各都道府県等の漁獲枠の遵守を基本としつつ、

漁獲枠の融通の仕組みを策定。

○ 平成30（2018）年のくろまぐろ部会でとりまとめられた「第５管理期間以降のくろ
まぐろの漁獲可能量の配分の考え方」のポイントは、以下のとおり

6

「令和４管理年度以降の配分の考え方」のポイント

 令和４管理年度以降の基礎的な配分は、WCPFCの基準年（2002-04年（平成14-16

年））を基本として、近年の漁獲実績（平均漁獲実績）を勘案して配分するものとし、

混獲管理、資源評価に用いるデータ収集等への配慮については留保から配分。

 大型魚について、WCPFCの基準年の平均漁獲実績よりも配分数量が少ないかつ

お・まぐろ漁業及びかじき等流し網漁業等については、当該平均漁獲実績の数量以

上の配分とする。

 国の留保について、直近の管理状況等を勘案し、当面の間は小型魚、大型魚ともに

100トン程度を保持するものとする。

 継続的に資源の回復を図るため、我が国全体として400トン以上を目標に小型魚か

ら大型魚に漁獲可能量の振替えを実施。

 小型魚の留保の削減等により生じる小型魚の数量については、沿岸漁業に配慮。

○ 令和３（2021）年のくろまぐろ部会でとりまとめられた「令和４管理年度以降のくろ
まぐろの漁獲可能量の配分の考え方」のポイントは、以下のとおり。

7
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令和４管理年度の配分方針

小型魚
• 大臣管理区分及び都道府県とも、令和４管理年度当初はWCPFCの基準年（2002-04年（平
成14-16年））を基本として、近年の漁獲実績を勘案して配分する。

• 来年３月に沿岸漁業の漁期（令和３管理年度）が終了した段階で、繰越分を沿岸漁業に
優先的に配分する。

• 瀬戸内海と隣接する海域に面する８県に対して、瀬戸内海における混獲管理のための数
量として、小型魚を0.1トンずつ配分する。

大型魚
• 大臣管理区分及び都道府県とも、令和４管理年度当初はWCPFCの基準年（2002-04年（平
成14-16年））を基本として、近年の漁獲実績を勘案して配分する。

• 来年３月に沿岸漁業の漁期（令和３管理年度）が終了した段階で、繰越分を沿岸漁業に
優先的に配分する。

• かつお・まぐろ漁業及びかじき等流し網漁業等は、令和３管理年度までWCPFC基準年の平
均漁獲実績よりも少ない配分となっていたため、令和４管理年度以降はWCPFC基準年の平均
漁獲実績の数量以上の配分とする。

注）令和３年12月時点の当初配分方針

8
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令和４管理年度における繰越しの基本的な考え方

 令和３（2021）年の中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）において、漁獲枠の
未利用分の繰越率の上限を漁獲枠の５％から17％へ増加する事例措置を今後３
年間延長することが決定された。

 国内ルールでは、大臣管理漁業、都道府県ごとに当初配分量の10％までは繰
越可能とし、それ以上は国の留保に繰り入れて再配分する。

 なお、繰越枠（10％）を超える数量は国の留保にするとともに、過去の超過数量
の差引きにも充当可能とする（融通分除く。）。

（例）令和３管理年度、令和４管理年度の当初配分が100トンの都道府県で、
令和３管理年度は83トン漁獲、未利用分が17トンの場合。

未利用分のうち10tまで
繰越し

国の留保とするが、過去
の超過数量の差引きに
も充当可能10トン

10トン

7トン

当初配分
100トン

当初配分
100トン

＋
10トン

83トン漁獲

令和３管理年度 令和４管理年度 9
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令和３管理年度における繰越見込み

漁獲可能量 漁獲実績※２ 未利用分 繰越上限 繰越見込み

大臣管理漁業 1,443.5 1081.8 361.7 160.6 154.4

大中型まき網漁業 1,326.9 961.7 365.2 150.0 150.0

かじき等流し網漁業等※１ 48.4 39.8 8.6 4.4 4.4

かつお・まぐろ漁業 68.2 80.3 ▲12.1 6.2 0.0

都道府県 2,741.6 2,246.6 495.0 176.9 176.9

留保 53.0 - 53.0 - 349.8 

国全体 4,238.1 3,328.4 909.7 681.1 681.1

漁獲可能量 漁獲実績※２ 未利用分 繰越上限 繰越見込み

大臣管理漁業 3,955.0 3,794.2 160.8 323.4 159.9

大中型まき網漁業 3,373.3 3,230.0 143.3 306.3 143.3

かじき等流し網漁業等※１ 10.3 9.9 0.4 0.9 0.4

かつお・まぐろ漁業 571.4 554.3 17.1 16.2 16.2

都道府県※３ 1,925.2 1,645.9 279.3 155.4 155.4

留保 281.7 20.0 261.7 － 386.5

国全体 6,161.9 5,460.1 701.8 829.9 701.8

小型魚

大型魚

※１ かじき等流し網漁業等： 東シナ海等かじき等流し網漁業及びかじき等流し網漁業
※２ 都道府県の漁獲実績は令和４年１月末時点までが実数値。令和４年２月及び３月の漁獲量は昨年実績を基に推計。

10

令和３管理年度から令和４管理年度への繰越及び追加配分の見込み

（単位：トン）

※１ かじき等流し網漁業等： 東シナ海等かじき等流し網漁業及びかじき等流し網漁業
※２ 都道府県の繰越数量は１月末時点での未利用分を基に算出。
※３ 北海道に一時的に配分していた混獲管理用の12.8トンを留保に戻し入れ 11

（⼤型⿂） 令和４管理年度
当初漁獲可能量

R3管理年度からの
繰越量⾒込み

（全体）

管理区分ごとの
繰越※４

（上限10％）
国の留保への

戻し⼊れ
国の留保枠

+繰越量

追加配分及び留保枠 追加配分後

（ア）
最⼤実績の⼀定
割合まで配分

（イ）
最⼤実績
⽐率配分

（ウ）
譲渡

メリット

（エ）
消化率

メリット

⼤中型まき網漁業 3,629.3 

315.3 

143.3 50.0 3,822.6 
かじき等流し網漁業等※１ 21.6 0.4 22.0 
かつお・まぐろ漁業 740.9 16.2 757.1 
都道府県 1,740.0 155.4 336.6 109.1 110.6 58.1 58.8 2,232.0 
留保 100.1 486.6 100.0 100.0 
繰越量 701.8 386.5 
合計 6,231.9 6,933.7 6,933.7 

（⼩型⿂） 令和４管理年度
当初漁獲可能量

R3管理年度からの
繰越量⾒込み

（全体）

管理区分ごとの
繰越※2

（上限10％）
国の留保への
戻し⼊れ※３

国の留保枠
+繰越量

追加配分及び留保枠 追加配分後

（ア）
当初配分の

修正等

（イ）
R3当初ベース

⽐率配分

（ウ）
譲渡

メリット

（エ）
消化率

メリット

⼤中型まき網漁業 1,200.0 

331.3 

150.0 1,350.0 

かじき等流し網漁業等※１ 44.0 4.4 48.4 

かつお・まぐろ漁業 25.0 0.0 25.0 
都道府県 2,083.5 176.9 -12.8 487.2 16.1 233.5 25.6 212.0 2,734.8 
留保 224.6 12.8 587.2 100.0 100.0 
繰越量 681.1 349.8 
合計 3,577.1 4,258.2 4,258.2 
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小型魚
（追加配分方針）

・ 全量を沿岸漁業に配分する。

※ ただし、超過リスク対策として最

低限100トンを国の留保に残す。

（追加配分予定数量）

587.2－100.0＝487.2トン

大型魚
（追加配分方針）

・ 沿岸漁業に優先的に配分する。

※ ただし、超過リスク対策として最

低限100トンを国の留保に残す。

（追加配分予定数量）

486.6－100.0＝386.6トン

国の留保からの追加配分について

 大臣管理区分、都道府県ごとに当初配分量の10％までは未利用分を繰越可能
とし、これを超える数量は国の留保に繰り入れて再配分する（追加配分の原資とす
る。）。

 令和４管理年度の繰越し後の国の留保は、令和４年２月及び３月の漁獲が前年
並みと仮定した場合、小型魚が587.2トン、大型魚が486.6トンとなる見込み。

 都道府県及び大臣管理区分の配分量を増やし、それぞれの管理を推進するた
め、国の留保に必要な数量を残した上で追加配分を行う。

12

譲渡した都道府県への追加配分について（小型魚・大型魚共通）

 漁獲可能量の有効活用を目的に令和元管理年度（第５管理期間）より融通制度を開始。

 融通において、配分量の譲渡を受ける側のメリットは大きいが、一方で譲渡する側は手続や
関係者の調整などの負担があるのみでメリットがほとんどない。

 配分量の譲渡を促進するため、令和２管理年度（第６管理期間）より、前年漁期に譲渡した
都道府県に対して追加配分（譲渡メリット）を実施。

 令和４管理年度の譲渡メリットについては、令和３管理年度と同程度の措置とし、当初配分
ベース（過去の超過分への差引き等を除いた、当初配分の基準となる数量）の７％を上限に、
令和３管理年度に譲渡した数量を配分。

（例）令和３管理年度において他県に15トンを譲渡したA県（当初配分100トン、追加配分20トン）の場合

0

20

40

60

80

100

120

140

当初配分
100トン

令和３管理年度 令和４管理年度

15トン 譲渡 ７トン

当初配分の７％（７トン）を上
限に令和３管理年度に譲渡
した数量（15トン）を配分

⇒７トンを配分

追加配分
20トン

当初配分
100トン

13
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消化率が高い都道府県への追加配分について（小型魚・大型魚共通）

 融通により、漁獲可能量の有効活用が進んだ半面、必要以上に漁獲可能量を増やし、結
果として未利用分を多く発生させてしまう都道府県が増えることが懸念。

 譲渡の促進及び自県の漁獲可能量の適切な管理のため、令和３管理年度（第７管理期
間）より、前年漁期の消化率が８割以上の都道府県に対して追加配分（消化率メリット）を実
施。

〇配分方法

小型魚、大型魚ともに消化率８割以上の都道府県（混獲管理用の数量のみを配分されている府県を除
く）で均等配分。

○配分原資（見込み）

小型魚：212.0トン 大型魚：58.8トン

〇追加配分の例（令和４年１月末時点の実績を基礎とした場合）

小型魚：５道県に均等配分

（北海道、青森県、秋田県、山形県及び徳島県）

212.0トン÷５都道府県＝１県当たり42.4トンを配分

※ 消化率８割以上を達成した都府県が増加すると１県当たりの配分量は減少する。

大型魚：６道県に均等配分

（北海道、青森県、岩手県、秋田県、茨城県及び沖縄県）

58.8トン÷６都道府県＝１県当たり9.8トンを配分
14

令和４管理年度追加配分方針（小型魚）

 第９回のくろまぐろ部会において、小型魚の未利用分の繰越しのうち国の留保とする数量の配分については、

都道府県への配分を優先する方向性が示された。

 これを踏まえ、小型魚の具体的な配分としては、

① 当初配分において過去の漁獲実績として反映できず、未配分であった1.1トンを該当する都道府県に配分。

② 当初配分において過去の超過分を一括して差引いたものの、漁獲枠の増枠に伴って令和３管理年度

と比較して増加した数量は、管理のために使用したいとの要望があった都道府県（具体的には、北海道の

15.0トン）に配分（ただし、当該配分した数量は、過去の超過分として差引きをしなかったものとして取り扱

う。）。

③ 追加配分原資から①及び②による配分数量を減じた数量の２分の１の数量（小数第２位以下を切り捨て）

を、令和３管理年度の当初配分量（過去の超過数量の差し引き分等を除く。）の比率で都道府県に配分。

④ ③で配分した残りの２分の１の数量のうち、令和３管理年度において配分量を他の都道府県等に譲渡した

実績のある都道府県に対し、当初配分量（過去の超過数量の差引き分等を除く。）の７％を上限に、当該譲

渡数量（他の都道府県等から譲受した数量を除く。）と等量を配分。

⑤ 令和３管理年度の漁獲可能量の消化率が８割以上となった都道府県に対し、追加配分原資から上記①～

④による配分数量を減じた数量を、均等割で配分

をすることとする。

15
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 第９回のくろまぐろ部会において、大型魚の未利用分の繰越しのうち国の留保とする数量の配分について、

以下の点を優先して配分する方向性が示された

◎ 沿岸漁業（都道府県）については、直近年の 大実績を勘案して配分すること

 これを踏まえ、大型魚の具体的な配分としては、

① 大中型まき網漁業に対し50トンを配分（総量管理区分とIQ管理区分への配分は、当初の配分比率で按分。）。

② 都道府県に対し、追加配分原資から①による配分数量を減じた数量の３分の１の数量（小数第２位以下を切

り捨て）を、各都道府県の2015年度から2020年度までの漁獲量の 大実績の一定割合（注：実際の追加配分

原資の数量に応じて要調整）の数量と令和４管理年度の当初配分量との差の数量を配分。

③ 都道府県に対し、追加配分原資から①による配分数量を減じた数量の３分の１の数量（小数第２位以下を切

り捨て）を、各都道府県の2015年度から2020年度までの漁獲量の 大実績の比率で配分。

④ 上記①～③で配分した残りの数量のうち、令和３管理年度において配分量を他の都道府県等に譲渡した実

績のある都道府県に対し、当初配分量（過去の超過数量の差引き分等を除く。）の７％を上限に、当該譲渡数

量（他の都道府県等から譲受した数量を除く。）と等量を配分。

⑤ 令和３管理年度の配分量の消化率が８割以上となった都道府県に対し、追加配分原資から、上記①～④に

よる配分の残りの数量を減じた数量を均等割で配分。

をすることとする。

令和４管理年度追加配分方針（大型魚）

16

大中型まき網漁業に係る大型魚配分量未利用分の繰越しについて

 大中型まき網漁業に係るくろまぐろ（大型魚）については、令和４管理年度からのIQ管理実
施に伴い、IQ管理区分（日本海海区）と総量管理区分（その他の海区）の２つの管理区分を
設定。

 大中型まき網漁業においては、これまで漁業者団体の合意に基づき、太平洋、九州、日本
海の各海区を分割しての自主的管理が行われてきたところ。令和４管理年度以降、漁獲割
当てによる管理が行われる海区・期間の範囲は、当該自主的管理における海域（日本海の
海区）・期間（５月15日～７月末日）の範囲と一致しており、令和４管理年度における漁獲割
当管理区分に相当する令和３管理年度の未利用分を把握することが可能。

 このため、大中型まき網漁業においては、令和３管理年度における日本海の海区の未利
用分を漁獲割当管理区分見合いの未利用分と、その他の海区の未利用分を総量管理区分
見合いの未利用分と、それぞれみなし、それらに基づき按分した比率で、漁獲割当管理区
分及び総量管理区分へ繰り越すこととする。

漁獲可能量 漁獲実績 未利用分 繰越数量（案）

大中型まき網漁業 3,373.3 3,229.9 143.4 143.4

うち日本海海区 1,650.4 1,626.7 23.7 23.7

うちその他海区 1,722.9 1,603.3 119.6 119.6

単位：トン大中型まき網漁業くろまぐろ大型魚漁獲実績等（令和３管理年度）

17
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かつお・まぐろ漁業に係る大型魚配分量未利用分の繰越しについて

 かつお・まぐろ漁業に係るくろまぐろ（大型魚）は、令和４管理年度からのIQ管理実施に伴
い、 「くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐろ漁業（漁獲量の総量の管理を行う区分）」と「くろまぐ
ろ（大型魚）漁獲割当てによる管理を行う管理区分）」の２つの管理区分を設定。

 「くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐろ漁業（漁獲量の総量の管理を行う区分）」の対象となる
漁業者は、実態として太平洋くろまぐろを目的とした操業を行っておらず、令和４管理年度の
当該大臣管理区分の当初配分量は、想定される混獲分として配分されたもの。

 このため、令和３管理年度における「くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐろ漁業（４月から12月
まで）」の未利用分の全量を、上限10％の範囲内で「くろまぐろ（大型魚）漁獲割当てによる
管理を行う管理区分）」へ繰り越すこととする。

当初配分 繰越見込み 繰越後の配分量

かつお・まぐろ漁業
（漁獲割当てによる管理を行う区分）

730.9 16.2 747.1

かつお・まぐろ漁業
（漁獲量の総量の管理を行う区分）

10.0 0.0 10.0

合計 740.9 16.2 757.1

単位：トンかつお・まぐろ漁業の繰越見込み

18

都道府県別追加配分見込み（小型魚）①

単位:トン

 我が国全体の繰越し数量が681.1トンとなった場合の配分案は以下のとおり。

■ 追加配分案

※１ 譲渡メリットは令和４年３月８日時点の譲渡量から算出。
※２ 消化率メリットについては、今後の消化状況により配分数量が大きく変動するため空欄とした。
※３ 追加配分後の都道府県の配分量は、消化率メリットを措置する前の数字。

19

Ｒ４当初配分の
修正等

Ｒ３当初配分ベース
比率配分

譲渡メリット※１

（上限：当初配分
ベースの７％）

消化率メリット※２

（計算式）
A B Ｃ Ｄ Ｅ＝a/b*235.5 Ｆ

(上限： ｂ*0.07）
Ｇ A+B+C+D+E+F+G

a

北海道 12.8 0.0 ▲ 12.8 15.0 14.0 3.0 32.0 北海道 113.0
青森県 286.6 25.6 0.0 31.8 15.1 359.1 青森県 256.3
岩手県 78.8 6.8 0.0 8.5 0.0 94.1 岩手県 68.5
宮城県 61.5 5.2 0.0 6.5 0.0 73.2 宮城県 52.9
秋田県 26.8 2.1 0.0 2.6 1.5 33.0 秋田県 21.5
山形県 12.7 0.8 0.0 1.0 0.0 14.5 山形県 8.8
福島県 11.7 0.7 0.0 0.9 0.0 13.3 福島県 7.9
茨城県 23.9 1.8 0.0 2.3 1.3 29.3 茨城県 18.9
千葉県 60.0 5.1 0.0 6.3 0.0 71.4 千葉県 51.5
東京都 13.6 0.9 0.0 1.1 0.0 15.6 東京都 9.6
神奈川県 39.4 3.2 0.0 4.0 0.0 46.6 神奈川県 32.9
新潟県 64.4 5.5 0.0 6.8 0.0 76.7 新潟県 55.5
富山県 98.5 8.6 0.0 10.7 0.0 117.8 富山県 86.3
石川県 75.8 6.5 0.0 8.1 4.6 95.0 石川県 65.8
福井県 22.8 1.7 0.0 2.7 0.0 27.2 福井県 21.9
静岡県 29.8 2.4 0.0 3.0 0.0 35.2 静岡県 24.2
愛知県 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 愛知県 0.1
三重県 32.9 2.7 0.9 3.9 0.0 40.4 三重県 32.0
京都府 21.7 1.6 0.0 2.5 0.0 25.8 京都府 20.6
大阪府 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 大阪府 0.1

追加配分後※３

Ｒ３管理年度
当初配分

ベース
Ｒ４管理年度

当初配分

繰越見込み
（上限：R3当初配分

の10％）

追加配分

国の留保への
戻し入れ
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単位:トン

都道府県別追加配分見込み（小型魚）②

※１ 譲渡メリットは令和４年３月８日時点の譲渡量から算出。
※２ 消化率メリットについては、今後の消化状況により配分数量が大きく変動するため空欄とした。
※３ 追加配分後の都道府県の配分量は、消化率メリットを措置する前の数字。

20

Ｒ４当初配分の
修正等

Ｒ３当初配分ベース
比率配分

譲渡メリット※１

（上限：当初配分
ベースの７％）

消化率メリット※２

（計算式）
A B Ｃ Ｄ Ｅ＝a/b*235.5 Ｆ

(上限： ｂ*0.07）
Ｇ A+B+C+D+E+F+G

a

兵庫県 5.5 0.2 0.0 0.2 0.0 5.9 兵庫県 2.3
和歌山県 28.8 2.3 0.0 2.8 0.0 33.9 和歌山県 23.0
鳥取県 4.9 0.1 0.0 0.2 0.1 5.3 鳥取県 1.7
島根県 89.3 7.8 0.0 9.0 0.0 106.1 島根県 73.0
岡山県 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 岡山県 0.1
広島県 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 広島県 0.1
山口県 97.3 8.5 0.0 10.5 0.0 116.3 山口県 85.1
徳島県 11.7 0.7 0.0 0.9 0.0 13.3 徳島県 7.8
香川県 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 香川県 0.1
愛媛県 11.1 0.7 0.0 0.8 0.0 12.6 愛媛県 7.2
高知県 75.5 6.5 0.0 8.0 0.0 90.0 高知県 64.7
福岡県 10.8 0.7 0.0 0.8 0.0 12.3 福岡県 7.0
佐賀県 4.0 0.0 0.0 0.1 0.0 4.1 佐賀県 1.1
長崎県 728.9 65.7 0.0 80.1 0.0 874.7 長崎県 645.2
熊本県 6.7 0.3 0.2 0.4 0.0 7.6 熊本県 3.8
大分県 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 大分県 0.6
宮崎県 16.6 1.2 0.0 1.8 0.0 19.6 宮崎県 14.7
鹿児島県 14.2 1.0 0.0 1.2 0.0 16.4 鹿児島県 10.1
沖縄県 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 沖縄県 0.1

合計 2,083.5 176.9 ▲ 12.8 16.1 233.5 25.6 212.0 2,734.8 合計 1,896.0
合計（0.1トン

県除く）
（b）

1,895.4

追加配分後※３

Ｒ３管理年度
当初配分

ベース
Ｒ４管理年度

当初配分

繰越見込み
（上限：R3当初配分

の10％）

追加配分

国の留保への
戻し入れ

■ 都道府県別の⼤型⿂の配分量

都道府県別追加配分見込み（大型魚）①

単位:トン

 我が国全体の繰越し数量が701.8トンとなった場合の配分案は以下のとおり。

※１ 譲渡メリットは令和４年３月８日時点の譲渡量から算出。
※２ 消化率メリットについては、今後の消化状況により配分数量が大きく変動するため空欄とした。
※３ 追加配分後の都道府県の配分量は、消化率メリットを措置する前の数字。
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2015～2020の
大実績(a)の82％

まで配分

2015～2020の
大実績(a)の比率

で配分

譲渡メリット※１

（上限：当初配分ベー
スの７％）

消化率メリット※２

（計算式） A B C=c-A
（C<0の場合は0）

D=a/b*112.2 E
（上限：a*0.07）

Ｆ A+B+C+D+E＋Ｆ a c＝a*0.82

北海道 319.6 29.1 0.0 18.7 20.3 387.7 北海道 314.9 258.2
青森県 506.3 46.0 0.0 30.2 32.2 614.7 青森県 507.5 416.1
岩手県 54.9 4.8 5.1 4.3 0.0 69.1 岩手県 73.2 60.0
宮城県 22.5 2.0 0.0 1.3 0.0 25.8 宮城県 22.3 18.2
秋田県 31.3 2.8 0.0 1.8 1.9 37.8 秋田県 31.0 25.4
山形県 10.4 0.9 0.0 0.5 0.1 11.9 山形県 9.0 7.3
福島県 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 福島県 0.0 0.0
茨城県 6.2 0.6 0.0 0.1 0.2 7.1 茨城県 1.9 1.5
千葉県 29.0 2.2 28.8 4.1 0.0 64.1 千葉県 70.5 57.8
東京都 18.3 1.4 15.9 2.4 0.0 38.0 東京都 41.8 34.2
神奈川県 6.6 0.6 0.0 0.3 0.0 7.5 神奈川県 6.0 4.9
新潟県 97.2 8.8 0.0 5.6 0.0 111.6 新潟県 95.7 78.4
富山県 15.1 1.4 0.0 0.7 0.0 17.2 富山県 12.8 10.4
石川県 41.8 3.8 0.0 2.5 2.6 50.7 石川県 42.2 34.6
福井県 19.1 1.7 0.0 0.8 0.0 21.6 福井県 13.7 11.2
静岡県 14.5 1.1 10.1 1.7 0.0 27.4 静岡県 30.0 24.6
愛知県 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 愛知県 0.0 0.0
三重県 28.7 2.6 0.0 1.7 0.0 33.0 三重県 29.5 24.1
京都府 24.0 2.1 0.0 1.4 0.0 27.5 京都府 23.7 19.4
大阪府 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 大阪府 0.0 0.0

大実績
2015-2020

大実績
2015-2020

（82％）

Ｒ４管理年度
当初配分

繰越見込み
（上限：R3当初配分

の10％）

追加配分

追加配分後
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都道府県別追加配分見込み（大型魚）②

単位:トン

※１ 譲渡メリットは令和４年３月８日時点の譲渡量から算出。
※２ 消化率メリットについては、今後の消化状況により配分数量が大きく変動するため空欄とした。
※３ 追加配分後の都道府県の配分量は、消化率メリットを措置する前の数字。
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2015～2020の
大実績(a)の82％

まで配分

2015～2020の
大実績(a)の比率

で配分

譲渡メリット※１

（上限：当初配分ベー
スの７％）

消化率メリット※２

（計算式） A B C=c-A
（C<0の場合は0）

D=a/b*112.2 E
（上限：a*0.07）

Ｆ A+B+C+D+E＋Ｆ a c＝a*0.82

兵庫県 9.3 0.8 0.0 0.3 0.0 10.4 兵庫県 6.2 5.0
和歌山県 17.4 1.4 11.8 2.1 0.0 32.7 和歌山県 35.7 29.2
鳥取県 6.1 0.6 0.0 0.0 0.3 7.0 鳥取県 0.7 0.5
島根県 25.5 2.3 0.0 1.4 0.0 29.2 島根県 24.8 20.3
岡山県 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 岡山県 0.0 0.0
広島県 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 広島県 0.0 0.0
山口県 25.9 2.3 0.9 1.9 0.0 31.0 山口県 32.7 26.8
徳島県 8.6 0.8 0.0 0.2 0.0 9.6 徳島県 4.4 3.6
香川県 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 香川県 0.0 0.0
愛媛県 6.0 0.6 0.0 0.0 0.0 6.6 愛媛県 0.5 0.4
高知県 16.7 1.5 0.0 0.8 0.0 19.0 高知県 14.8 12.1
福岡県 7.9 0.7 0.0 0.4 0.5 9.5 福岡県 7.6 6.2
佐賀県 6.5 0.6 0.0 0.3 0.0 7.4 佐賀県 6.1 5.0
長崎県 173.3 15.8 0.0 9.9 0.0 199.0 長崎県 167.2 137.1
熊本県 6.2 0.6 0.0 0.1 0.0 6.9 熊本県 1.7 1.3
大分県 6.4 0.6 0.0 0.0 0.0 7.0 大分県 1.4 1.1
宮崎県 16.8 1.4 2.8 1.4 0.0 22.4 宮崎県 24.0 19.6
鹿児島県 8.9 0.8 0.0 0.6 0.0 10.3 鹿児島県 10.2 8.3
沖縄県 147.0 12.7 33.7 13.1 0.0 206.5 沖縄県 220.4 180.7

合計 1,740.0 155.4 109.1 110.6 58.1 58.8 2,232.0 合計（ｂ） 1,884.1 1,543.5

大実績
2015-2020

大実績
2015-2020

（82％）

Ｒ４管理年度
当初配分

繰越見込み
（上限：R3当初配分

の10％）

追加配分

追加配分後

都道府県の大型魚の近年の漁獲実績①

都道府県名

漁獲実績（年度） 直近６年の平均
値

（15-20年度）

直近６年の 大
値

（15-20年度）2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

北海道 125.1 314.9 221.9 87.1 131.2 244.7 187.5 314.9 

青森県 427.5 423.5 467.9 321.0 324.4 507.5 412.0 507.5 

岩手県 39.7 8.5 53.1 73.2 20.1 53.2 41.3 73.2 

宮城県 10.1 13.2 22.3 19.5 6.9 14.0 14.3 22.3 

秋田県 15.4 30.8 18.6 26.8 11.7 31.0 22.4 31.0 

山形県 5.0 3.8 1.3 0.9 9.0 9.0 4.8 9.0 

福島県 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

茨城県 0.1 0.3 0.2 1.1 1.1 1.9 0.8 1.9 

千葉県 6.7 24.7 18.2 37.6 42.3 70.5 33.3 70.5 

東京都 9.2 9.4 9.6 21.8 30.5 41.8 20.4 41.8 

神奈川県 0.8 1.2 0.8 0.6 0.8 6.0 1.7 6.0 

新潟県 95.7 54.6 52.0 85.4 48.2 33.2 61.5 95.7 

富山県 4.5 2.2 10.1 4.1 2.1 12.8 6.0 12.8 

石川県 42.2 11.1 22.5 12.6 5.3 11.6 17.6 42.2 

福井県 13.7 4.3 13.2 13.2 6.3 6.7 9.6 13.7 

静岡県 7.0 5.5 6.5 12.5 23.7 30.0 14.2 30.0 

愛知県 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

三重県 29.5 10.6 7.1 1.4 5.9 9.0 10.6 29.5 

京都府 11.1 14.0 23.7 17.1 21.0 23.2 18.4 23.7 

大阪府 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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都道府県の大型魚の近年の漁獲実績②

都道府県名

漁獲実績（年度） 直近６年の平均
値

（15-20年度）

直近６年の 大
値

（15-20年度）2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

兵庫県 0.0 4.0 0.8 1.9 6.2 2.5 2.6 6.2 

和歌山県 9.4 7.6 8.4 11.4 29.6 35.7 17.0 35.7 

鳥取県 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.7 

島根県 20.4 10.5 24.8 18.5 19.3 20.8 19.1 24.8 

岡山県 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

広島県 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

山口県 8.6 5.5 23.8 7.1 30.4 32.7 18.0 32.7 

徳島県 3.3 3.3 2.0 4.4 1.7 1.2 2.7 4.4 

香川県 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

愛媛県 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.5 0.1 0.5 

高知県 4.5 4.8 11.5 8.7 14.8 5.0 8.2 14.8 

福岡県 0.9 2.3 1.8 7.6 1.8 0.9 2.6 7.6 

佐賀県 0.0 0.0 0.0 2.9 1.0 6.1 1.7 6.1 

長崎県 116.9 110.2 167.2 79.7 115.4 101.0 115.1 167.2 

熊本県 0.5 0.5 0.7 1.4 0.2 1.7 0.8 1.7 

大分県 1.4 1.1 0.7 0.1 0.0 0.0 0.6 1.4 

宮崎県 6.7 1.5 10.7 19.7 17.3 24.0 13.3 24.0 

鹿児島県 2.8 1.6 3.1 4.0 7.6 10.2 4.9 10.2 

沖縄県 76.9 94.3 135.5 192.6 121.4 220.4 140.2 220.4 

計 1,095.5 1,180.4 1,340.2 1,096.0 1,057.3 1,569.0 1,223.1 1,884.1 

24
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令和４年３月 

水  産  庁 
 

 

クロマグロの遊漁の資源管理について 

 

１ 経緯 

（１）遊漁によるくろまぐろの採捕については、令和３年３月の広域漁業

調整委員会指示（以下「委員会指示」という。）に基づき、令和３年６

月１日から、以下を義務付けた。 

① 30 キログラム未満の小型魚の採捕禁止 

② 30 キログラム以上の大型魚を採捕した場合の水産庁への報告 

（２）令和３年６月１日以降、当初想定していた水準を大幅に上回る採捕

数量となり、漁獲可能量制度に基づくくろまぐろの資源管理の枠組み

に支障を来すおそれがあると認めたことから、令和３年７月、８月の

委員会指示に基づき、令和３年８月 21 日から令和４年５月 31 日まで

の間、遊漁による大型魚の採捕を禁止した。 

（３）今般、上記の委員会指示の後継措置として、令和４年６月以降の遊

漁によるくろまぐろの採捕に係る委員会指示を発出した。 

 

２ 委員会指示の概要 

（１）くろまぐろ（小型魚）の採捕の制限 

遊漁者による小型魚の採捕を禁止。意図せず採捕した場合は直ちに

海中に放流しなければならない。 

（２）くろまぐろ（大型魚）の採捕の制限 

① １人１日あたり１尾を超えて大型魚を保持してはならない。大型魚

を保持した者が別の大型魚を採捕した場合は、直ちに海中に放流し

なければならない。 

② 遊漁者が大型魚を採捕した場合は、重量等を報告しなければなら

ない。※従来の報告事項に遊漁船の情報を追加。 

 

  

資料２－３ 
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③ 委員会会長は、大型魚の採捕が、漁獲可能量制度に基づくくろま

ぐろの資源管理の枠組み又は遊漁者による資源管理の取組に支障を

来すおそれがあると認めるときは、期間を定め、遊漁者による大型

魚の採捕を禁止する旨、公示する。 

※期間指定の考え方 

・全海区における採捕数量が以下の表の上段の時期ごとに下段の数量

を超えるおそれがある場合：当該時期の末日まで採捕を禁止する。  

時 期 R４年６月 ７～８月 ９～10 月 11～12 月 

数 量 10 トン 10 トン 10 トン 10 トン 

・全海区における令和４年６月１日からの採捕数量の累計が概ね 40 ト

ンを超えるおそれがある場合：令和５年３月 31 日まで採捕を禁止す

る。 

④ 遊漁者は、③の公示により大型魚の採捕が禁止された期間中は、

大型魚を採捕してはならない。意図せず採捕した場合には、直ちに

海中に放流しなければならない。 

（３）指示の有効期間 

    令和４年６月１日から令和５年３月 31 日までとする。 

 

３ スケジュール 

３月７日 日本海・九州西広域漁業調整委員会による指示発出 

 ３月８日 太平洋広域漁業調整委員会による指示発出 

 ３月 11 日 瀬戸内海広域漁業調整委員会による指示発出 

 ３月 17 日 水産政策審議会資源管理分科会において指示について報告 

       

      遊漁者、関係団体への周知 

       

       

 ６月 １日 広域漁業調整委員会指示に基づく管理を開始 
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融通の結果報告

令和４年３月

資料２－４

要望/申し出内容 大臣許可漁業及び都道府県 数量（トン）

小型魚 大型魚

大型魚の配分量と小型魚
の配分量との交換を要望

山形県
東京都
新潟県
三重県

▲0.9
▲5.0

3.0
10.0

0.9
5.0

▲3.0 
▲10.0

大型魚又は小型魚の配分
量の譲受を要望

千葉県
東京都

神奈川県
新潟県
静岡県
京都府

和歌山県
島根県
山口県
徳島県
高知県
佐賀県
宮崎県

鹿児島県
沖縄県

18.9
-
-

21.9
11.8

-
11.8 

-
22.3
2.6

-
10.0

-
3.0

-

21.6
21.4
21.8
10.0
22.1
3.0
20.5
0.6
17.8

-
10.0
10.0
3.0

-
7.4

大型魚又は小型魚の配分
量の譲渡を申し出

北海道
青森県
秋田県
山形県
茨城県
鳥取県

▲19.6
▲33.4
▲3.9
▲0.6
▲1.4
▲3.0

▲19.5
▲28.3
▲24.1

-
-
-

 令和４年１月に都道府県間の配分量の融通要望調査（第６回）を実施。

1

第６回融通（令和４年２月17日漁獲可能量一部変更）①
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3.0トン
10.0トン

合計 13.0トン

 山形県ほか７都道県の小型魚合計13.0トンと新潟県及び三重県の大型魚合計
13.0トンの交換が成立。

 北海道ほか５県より小型魚合計54.8トンを千葉県ほか７県へ譲渡。

 北海道ほか５県より大型魚79.0トン（譲渡要望分合計71.9トン＋小型魚との交換分
合計7.1トン）を千葉県ほか12都府県へ譲渡。

新潟県
三重県

山形県 0.9トン
東京都 5.0トン
北海道 2.2トン
青森県※ 3.9トン
秋田県 0.4トン
山形県 0.1トン
茨城県 0.2トン
鳥取県 0.3トン

合計 13.0トン

（小型魚）

（100%）
（100%）

（大型魚）

〇融通の概要

交換

要望に対する
充足割合

交換の
要望数量

3.0トン
10.0トン

合計 13.0トン

要望に対する
充足割合

（100%）
（100%）

交換の
要望数量

0.9トン
5.0トン

合計 5.9トン

譲渡分の一部

※ 端数調整のため0.1トン多く譲渡分を交換に使用

第６回融通（令和４年２月17日漁獲可能量一部変更）②

第６回融通（令和４年２月17日漁獲可能量一部変更）③

10.1トン
10.0トン
10.1トン
4.7トン

10.2トン
1.4トン
9.6トン
0.3トン
8.3トン
4.7トン
4.7トン
1.4トン
3.5トン

合計 79.0トン

千葉県
東京都
神奈川県※２

新潟県
静岡県※２

京都府
和歌山県
島根県
山口県
高知県
佐賀県
宮崎県
沖縄県

北海道 19.5トン
青森県 28.3トン
秋田県 24.1トン

北海道（小型魚との交換分） 2.2トン
青森県（小型魚との交換分） 3.9トン
秋田県（小型魚との交換分） 0.4トン
山形県（小型魚との交換分） 0.1トン
茨城県（小型魚との交換分） 0.2トン
鳥取県（小型魚との交換分） 0.3トン

合計 79.0トン

（大型魚）

（約46.8%）
（約46.7%）
（約46.3%）
（約47.0%）
（約46.2%）
（約46.7%）
（約46.8%）
（約50.0%）
（約46.6%）
（約47.0%）
（約47.0%）
（約46.7%）
（約47.3%）

（大型魚）

譲渡

要望に対する
充足割合

交換の
要望数量

21.6トン
21.4トン
21.8トン
10.0トン
22.1トン
3.0トン

20.5トン
0.6トン

17.8トン
10.0トン
10.0トン
3.0トン
7.4トン

合計 169.2トン

※1 端数調整のため0.1トン増やして譲受
※2 端数調整のため0.1トン減らして譲受

10.2トン
11.8トン
6.4トン
5.9トン

12.0トン
1.5トン
5.4トン
1.6トン

合計 54.8トン

千葉県
新潟県
静岡県
和歌山県
山口県
徳島県※１

佐賀県
鹿児島県

北海道 17.4トン
青森県 29.5トン
秋田県 3.5トン
山形県 0.5トン
茨城県 1.2トン
鳥取県 2.7トン

合計 54.8トン

（小型魚）

（約54.0%）
（約53.9%）
（約54.2%）
（約53.6%）
（約53.8%）
（約57.7%）
（約54.0%）
（約53.3%）

（小型魚）

譲渡

要望に対する
充足割合

交換の
要望数量

18.9トン
21.9トン
11.8トン
11.0トン
22.3トン
2.6トン

10.0トン
3.0トン

合計 101.5トン
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都道府県間融通（１）（令和４年２月17日漁獲可能量一部変更）

 都道府県間の協議の結果、石川県から鹿児島県へ小型魚3.0トンの譲渡が成立。

鹿児島県 3.0トン石川県 3.0トン

（小型魚） （小型魚）

〇融通の概要

譲渡

都道府県間融通（２）（令和４年３月２日漁獲可能量一部変更）

 都道府県間の協議の結果、石川県から京都府へ小型魚21.8トン及び大型魚2.0トンの譲渡、石
川県から鹿児島県へ小型魚５.0トンの譲渡が成立。

京都府
鹿児島県

石川県 26.8トン

（小型魚） （小型魚）

〇融通の概要

譲渡

京都府 2.0トン石川県 2.0トン

（大型魚） （大型魚）

21.8トン
5.0トン

合計 26.8トン
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都道府県間融通（３）（令和４年３月８日漁獲可能量一部変更）

都道府県間の協議の結果、以下の融通が成立。

 石川県から鹿児島県へ小型魚15.0トン、福岡県へ小型魚1.0トンの譲渡が成立。

 秋田県から京都府へ大型魚1.5トンの譲渡が成立。

 石川県から大型魚3.0トン、福岡県から大型魚1.0トンの鹿児島県への譲渡が成立。

鹿児島県
福岡県

石川県 16.0トン

（小型魚） （小型魚）

〇融通の概要

譲渡

京都府 1.5トン秋田県 1.5トン

（大型魚） （大型魚）

15.0トン
1.0トン

合計 16.0トン

鹿児島県 4.0トン
石川県 1.0トン
福岡県 3.0トン

合計 4.0トン

（大型魚） （大型魚）

譲渡

譲渡

単位:トン〇数量変更一覧（小型魚）

7

漁獲可能量の変更概要（小型魚）

融通前
第６回融通
（水産庁の

仲介）

都道府県間
融通（１）

都道府県間
融通（２）

都道府県間
融通（３） 融通後

北海道 111.5 ▲ 19.6 - - - 91.9
青森県 358.1 ▲ 33.4 - - - 324.7
岩手県 91.5 - - - - 91.5
宮城県 65.9 - - - - 65.9
秋田県 32.6 ▲ 3.9 - - - 28.7
山形県 18.1 ▲ 1.5 - - - 16.6
福島県 12.8 - - - - 12.8
茨城県 27.9 ▲ 1.4 - - - 26.5
千葉県 82.0 10.2 - - - 92.2
東京都 14.9 ▲ 5.0 - - - 9.9
神奈川県 44.1 - - - - 44.1
新潟県 129.5 14.8 - - - 144.3
富山県 126.0 - - - - 126.0
石川県 128.1 - ▲ 3.0 ▲ 26.8 ▲ 16.0 82.3
福井県 47.2 - - - - 47.2
静岡県 33.3 6.4 - - - 39.7
愛知県 0.1 - - - - 0.1
三重県 49.3 10.0 - - - 59.3
京都府 43.6 - - 21.8 - 65.4
大阪府 0.1 - - - - 0.1

融通前
第６回融通
（水産庁の

仲介）

都道府県間
融通（１）

都道府県間
融通（２）

都道府県間
融通（３） 融通後

兵庫県 8.0 - - - - 8.0
和歌山県 32.1 5.9 - - - 38.0
鳥取県 10.0 ▲ 3.0 - - - 7.0
島根県 101.1 - - - - 101.1
岡山県 0.1 - - - - 0.1
広島県 0.3 - - - - 0.3
山口県 129.7 12.0 - - - 141.7
徳島県 15.4 1.5 - - - 16.9
香川県 0.1 - - - - 0.1
愛媛県 14.8 - - - - 14.8
高知県 104.2 - - - - 104.2
福岡県 16.8 - - - 1.0 17.8
佐賀県 4.0 5.4 - - - 9.4
長崎県 827.7 - - - - 827.7
熊本県 12.7 - - - - 12.7
大分県 3.7 - - - - 3.7
宮崎県 21.1 - - - - 21.1
鹿児島県 23.1 1.6 3.0 5.0 15.0 47.7
沖縄県 0.1 - - - - 0.1
合計 2741.6 - - - - 2741.6

融通前
第６回融通
（水産庁の

仲介）

都道府県間
融通（１）

都道府県間
融通（２）

都道府県間
融通（３） 融通後

大中型まき網漁業 1,326.9 - - - - 1,326.9
かじき等流し網漁業等 48.4 - - - - 48.4
かつお・まぐろ漁業 68.2 - - - - 68.2
沿岸漁業（都道府県） 2,741.6 - - - - 2,741.6
国留保 53.0 - - - - 53.0
合計 4,238.1 - - - - 4,238.1
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単位:トン
〇数量変更一覧（大型魚）

8

漁獲可能量の変更概要（大型魚）

融通前
第６回融通
（水産庁の

仲介）

都道府県間
融通（１）

都道府県間
融通（２）

都道府県間
融通（３） 融通後

北海道 293.9 ▲ 19.5 - - - 274.4
青森県 543.1 ▲ 28.3 - - - 514.8
岩手県 75.8 - - - - 75.8
宮城県 28.4 - - - - 28.4
秋田県 43.5 ▲ 24.1 - - ▲ 1.5 17.9
山形県 14.4 0.9 - - - 15.3
福島県 1.0 - - - - 1.0
茨城県 7.0 - - - - 7.0
千葉県 52.1 10.1 - - - 62.2
東京都 39.9 15.0 - - - 54.9
神奈川県 10.8 10.1 - - - 20.9
新潟県 67.1 1.7 - - - 68.8
富山県 16.0 - - - - 16.0
石川県 13.9 - - ▲ 2.0 ▲ 1.0 10.9
福井県 18.6 - - - - 18.6
静岡県 33.0 10.2 - - - 43.2
愛知県 1.0 - - - - 1.0
三重県 25.8 ▲ 10.0 - - - 15.8
京都府 34.0 1.4 - 2.0 1.5 38.9
大阪府 1.0 - - - - 1.0

融通前
第６回融通
（水産庁の

仲介）

都道府県間
融通（１）

都道府県間
融通（２）

都道府県間
融通（３） 融通後

兵庫県 9.4 - - - - 9.4
和歌山県 39.0 9.6 - - - 48.6
鳥取県 1.6 - - - - 1.6
島根県 30.6 0.3 - - - 30.9
岡山県 1.0 - - - - 1.0
広島県 1.0 - - - - 1.0
山口県 36.4 8.3 - - - 44.7
徳島県 9.9 - - - - 9.9
香川県 1.0 - - - - 1.0
愛媛県 6.6 - - - - 6.6
高知県 20.7 4.7 - - - 25.4
福岡県 7.9 - - - ▲ 3.0 4.9
佐賀県 8.2 4.7 - - - 12.9
長崎県 177.9 - - - - 177.9
熊本県 3.8 - - - - 3.8
大分県 6.9 - - - - 6.9
宮崎県 25.3 1.4 - - - 26.7
鹿児島県 14.1 - - - 4.0 18.1
沖縄県 203.6 3.5 - - - 207.1
合計 1925.2 - - - - 1925.2

融通前
第６回融通
（水産庁の

仲介）

都道府県間
融通（１）

都道府県間
融通（２）

都道府県間
融通（３） 融通後

大中型まき網漁業 3,373.3 - - - - 3,373.3
かじき等流し網漁業等 10.3 - - - - 10.3
かつお・まぐろ漁業 571.4 - - - - 571.4
沿岸漁業（都道府県） 1,925.2 - - - - 1,925.2
国留保 281.7 - - - - 281.7
合計 6,161.9 - - - - 6,161.9
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